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石 川 県 規 則 第 三 十 四 号

薬 事 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則

( 石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 改 正 )

第 一 条 石 川 県 事 務 委 任 規 則 ( 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 規 則 第 六 十 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 保 健 所 長 の 項 第 十 四 号 中 「 薬 事 法 ( 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号 」 を 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、

有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号 」 に 改 め 、 同 号 2 中 「 以 下 」 を 「 昭 和 三

十 五 年 法 律 第 百 四 十 五 号 。 以 下 こ の 号 に お い て 」 に 改 め る 。

別 表 第 二 家 畜 保 健 衛 生 所 長 の 項 第 二 号 中 「 薬 事 法 」 を 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等

に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

( 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 )

第 二 条 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規

則 第 五 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 八 条 第 六 号 中 「 薬 事 法 」 を 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 」 に 、 「 第

二 条 第 十 六 項 」 を 「 第 二 条 第 十 七 項 」 に 改 め る 。

( 薬 事 法 施 行 細 則 の 一 部 改 正 )

第 三 条 薬 事 法 施 行 細 則 ( 昭 和 三 十 六 年 石 川 県 規 則 第 四 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則

第 一 条 中 「 薬 事 法 ( 」 を 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 」 に 、 「 薬 事

法 施 行 令 」 を 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 」 に 、 「 薬 事 法 施 行 規

則 」 を 「 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 第 三 号 中 「 営 業 所 管 理 者 」 を 「 医 薬 品 営 業 所 管 理 者 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

四 法 第 三 十 九 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 高 度 管 理 医 療 機 器 等 営 業 所 管 理 者 同 条 第 二 項 た だ し 書 の 許 可

五 法 第 四 十 条 の 六 第 一 項 に 規 定 す る 再 生 医 療 等 製 品 営 業 所 管 理 者 同 条 第 二 項 た だ し 書 の 許 可

第 九 条 ( 見 出 し を 含 む 。 ) 中 「 賃 貸 業 」 を 「 貸 与 業 」 に 改 め る 。

第 十 七 条 中 「 第 三 十 六 条 の 四 第 一 項 」 を 「 第 三 十 六 条 の 八 第 一 項 」 に 改 め る 。
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薬 事 法 の 一 部 改 正 に 伴 う 関 係 規 則 の 整 備 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 十 一 月 二 十 一 日

石 川 県 知 事 谷
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2 平成 26年 11月 21日(金曜日) 石川県公報 号

第 7条第 3項ただし喜

第 28条第 3項ただし喜

外

医薬品 医療機器等の品質有効性及び安全性の確保等に関する法律 |第時第 3項ただし喜 |の規定

第39条の 2第2項ただし書

により、次のとおり許可します0

:1部去の。

第40条の 6第2項ただし喜

経hl撚 18111丑ー「薬事法施行細貝IJJ拠「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施

行細則」己都公的。

援4占領R同モト「賃貸業」会)r貸与業J:1' r薬事法」必)r医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等

に関する法律J:1部去の。

!/i!f式総十4堅持附 rl三モト「薬事法施行規則J~ r医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律施行規則J:1部-Ql(d。
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石川県訓令第11号

健康福祉部

石川県麻薬取締員証規程(平成15年石川県訓令第 9号)の一部を次のように改正する。

平成26年11月21日

石川県知事 谷 本 正 憲

別図身分証(裏面)中「薬事法」及び「同法」を「医薬品医療機器等法」に、「第84条第19号」を「第84条第25号」

に、「第20号、第85条第 7号、第86条第 1項第19号並びに第87条第 9号」を「第26号、第85条第8号、第86条第 1項

第23号並びに第87条第13号」に、「第11号」を「第15号」に改める。

附 則

この訓令は、平成26年11月25日から施行する。

( 1箇月 2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石川県

印刷所 干921-8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076)292-2236 


